
2024年度（令和6）年度　入学生対象

変更箇所 変更前 変更後 変更年月

第2部 教育課程
Ⅴその他の教育課程・教育プログラム
3.留学の単位認定について
Ryukoku Intercultural Program留学

2025年4月

全体
予備登録
事前登録
本登録

抽選登録
選抜登録
オープン登録

2025年4月

第1部 履修の心得
Ⅴ履修登録
履修登録制限単位数

（注1）編転入学した者のカリキュラムは、編入学または転入学した
年度ではなく、入学を認められた学年の在学生と同様のカリキュラ
ムを適用します。再入学した者については、原則離籍前と同年度
のカリキュラムを、復学した者については、休学前と同年度のカリ
キュラムをそれぞれ適用します。

削除 2025年4月

第4部 学修生活の手引き
5.休学と復学

-
（6）復学した際のカリキュラム
復学した者については、休学前と同様のカリキュラムをそれぞれ
適用します。

2025年4月

第4部 学修生活の手引き
6..再入学

(4)再入学を願い出る時は、学費等納入規程に定める受験料を納
め、所定の期間内に手続きをしなければなりません。なお、出願期
間、出願書類等については入試部に問い合わせてください。

 （4）再入学を願い出る時は、学費等納入規程に定める受験料を
納め、所定の期間内に手続きをしなければなりません。なお、出願
期間、出願書類等については入試部に問い合わせてください。
また、再入学した者については、原則として、入学を認められた学
年の他の在学生と同様のカリキュラムを適用します。

2025年4月

第4部 学修生活の手引き
7.編入学・転入学

(3)他の大学へ転学を希望する学生は、学長に願い出てその許可
を受けなければならない。（学則18条の3）
※本学の他学部（学科・専攻）への転入学の場合は、学則19条に
基づく退学の手続きが必要となります。

（3）他の大学へ転学を希望する学生は、学長に願い出てその許可
を受けなければならない。（学則19条）
※本学の他学部（同一学部内の他学科・専攻を含む）への転入学
の場合は、学則19条に基づく退学の手続きが必要となります。ま
た、編転入学した者のカリキュラムは、編入学または転入学した年
度ではなく、入学を認められた学年の他の在学生と同様のカリ
キュラムを適用します。

2025年4月


	心理学部

